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Ⅰ．はじめに

厚生労働省（2004）が精神保健医療福祉の改革ビ
ジョンにおいて、「病院中心から地域生活へ」という
基本方針を打ち出して以来、精神障がい者の地域へ
の移行が促進され、精神病床の平均在院日数は 2004
年の 338 日から 2012 年には 292 日と減少している（厚

生労働省，2014）。また 2014 年に長期入院精神障害
者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会が、

「長期入院精神障害者の地域移行を進めるため、退院
に向けた意欲の喚起、本人の意向に沿った移行支援、
地域生活の支援を徹底して実施する。また精神医療
の質を良質かつ適切なものとするため、精神病床を適
正化し、将来的に不必要となる病床を削減する。」と

利用者や家族の対応に困難を感じる訪問看護師への支援体制の検討

強い心理反応や精神症状を有する利用者や家族の対応に
困難を感じる訪問看護師への支援体制の検討
－訪問看護師を対象にした事例検討会を通して－
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要旨
　本研究は、訪問看護利用者やその家族に強い心理反応や精神症状があり、対応に困難を感じている訪問看護師を対象に事例
検討会を実施し、その有効性と課題、事例検討会以外の支援ニーズを明らかにすることを目的とする。それにより、訪問看護
師の助けになり、かつ大学の教育研究にも活用できる支援体制を検討したいと考えた。
　事例検討会は年間 2 回開催し、訪問看護師、精神看護学の教員および大学院生が参加した。参加した訪問看護師には、郵送
式の自記式無記名式のアンケートを実施し（配布 11、回収 7）、事例を提供した訪問看護師 2 名には、事例検討会終了後約１ヶ
月の時点でインタビューを行い、データを質的に分析した。
　アンケート調査では、事例検討会は「非常に役に立った」「役に立った」という回答が 7 名全員であった。また事例検討会
がどのような点で役立つかという自由記載では、〈不安が緩和する〉、〈別の事例に応用できる〉などが、事例検討会の課題と
しては、〈対応の検討や意見交換の時間が短い〉などが挙げられた。また事例検討会以外の支援ニーズは、〈リアルタイムで相
談できる場が欲しい〉、〈精神科看護の知識や技術を事例を通して具体的に学びたい〉などに分類された。事例提供者のインタ
ビュー結果では、事例検討会の効果として、《自分の看護が間違っていないと自信が持てる》、《精神障がい者の理解が深まり
対応方法もわかる》など 6 項目が抽出された。また事例検討会の課題としては、《参加する時間の確保が難しい》などが、事
例検討会以外の支援ニーズとしては、《精神疾患や福祉制度に関する専門的な知識や対応方法が知りたい》など 7 項目が抽出
された。また大学が行う支援上の課題として、《タイムリーな支援は難しい》などが挙げられた。
　以上から、訪問看護師は、困難事例への対応方法の理解が深まり、不安が軽減するような場や、困った時に相談できる場、
専門的知識を実践的に学べる場などを求めていることが示唆された。今後は訪問看護師のニーズに合致し、かつ大学の教育研
究にも活用できる支援体制作りが課題である。
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いう方針を打ち出したことから（厚生労働省，2014）、
精神障がい者の地域への移行は今後さらに進んでいく
ものと思われる。

このような動向の中で地域における精神障がい者の
ケアを充実させていくためには、訪問看護師の活躍が
期待される。しかし精神科訪問看護に特化した訪問
看護ステーションの数は少なく、急増するニーズに対
応できる状況にないため、精神科訪問看護に特化して
いない訪問看護ステーション（以下訪問看護ステーショ
ン）への精神障がい者の訪問依頼が増加しているの
が現状である。しかし訪問看護ステーションに従事す
る看護師（以下訪問看護師）は、精神障がい者への
看護経験が少ないため様々な困難を感じているという
報告が多い（井上ら，2012；林，2010）。また利用者
の家族が攻撃的、抑うつ的である、あるいは精神疾
患を持っていることでその対応に苦慮しているという
報告もある（井上ら，2012）。渡邊ら（2009）による訪
問看護ステーションを対象にした調査では、訪問看護
師が精神障がい者に関連して困難と感じる事例を経験
しているステーションは 29.2％、家族員が精神障がい
者で困難を感じる事例を経験しているステーションは
25％であることが報告されている。また訪問看護師の
支援ニーズには【対象の捉えにくさによる不安】、【状
況に応じた効果的対応方法を知ること】、【看護行為の
保障者の要望】などがあるとし、訪問看護師をサポー
トする場として、精神科専門職による相談窓口やネット
ワークの構築が必要であると述べている。

2014 年の診療報酬改定において、精神科訪問看護
療養費（精神疾患を持つ患者への訪問看護）を算定
する場合には、精神科訪問看護に関する 20 時間以
上の研修の修了者、あるいは 1 年以上の精神科看護、
精神科訪問看護等の経験者が訪問を行うことが必要
となった。以後研修を受ける訪問看護師が増加してい
るものの、短期間の研修で前記のような訪問看護師の
困難状況が早急に改善するとは考えにくい。実際、A
市の訪問看護ステーションの訪問看護師から研究者ら
に、精神障がい者を持つ利用者の対応や精神障がい
を持つ家族の対応に困難を感じており相談にのって欲
しいという要望もある。専門看護師教育を担う大学で
は、このような訪問看護師の支援ニーズに対応できる
人材を育成していく必要もある。

以上のことから、大学の精神看護学分野の教員が、
訪問看護ステーションと連携し、訪問看護師へのより

良い支援となり、かつ大学院生の学びにもつながる支
援体制を検討していきたいと考えた。今回はその一歩
として、訪問看護師を対象にした事例検討会と電話
等により引き続き当該事例の相談にのる継続支援を計
画した。今回の計画に事例検討会を組み入れたのは、
１対１の個別支援では得られないグループの効果が期
待できること、事例提供者の困難を解決する糸口にも
なり、かつ学生や教員をはじめ他の参加者にとっても
学びになる（小林，2011）と考えたからである。

Ⅱ．研究の目的，目標

1．研究目的

本研究の目的は、訪問看護利用者やその家族に強
い心理反応や精神症状があり、対応に困難を感じてい
る訪問看護師を対象に、事例検討会と継続支援を実
施し、その有効性と課題、事例検討会以外の支援ニー
ズを明らかにすることである。それにより、訪問看護
師の助けになり、かつ大学の教育研究にも活用できる
支援体制を検討したいと考えた。

2．研究目標

1）事例検討会に参加した訪問看護師を対象に、事例
検討会の効果と課題、困ったときの対処、事例検
討会以外の支援方法や支援体制に対するニーズを明
らかにする。

2）事例を提供した訪問看護師を対象に、事例検討会
と継続支援の効果と課題、事例検討会以外の支援
方法や支援体制に対するニーズを明らかにする。

3）上記 1），2）に基づき、訪問看護師の助けになり、
かつ大学の教育研究にも活用できる支援体制を検
討する。

Ⅲ．研究方法

1．研究デザイン

本研究では、量的記述研究と質的記述研究の 2 つ
の方法を用いた。

2．研究参加者

研究参加者は主に A 市の 3 区内にある訪問看護ス
テーション（約 50 カ所）の訪問看護師およびヘルパー
等の関連職種で、①事例検討会の参加者（訪問看護
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師や関連職種）および②事例を提供した訪問看護師
うち、研究参加への承諾が得られた者とした。

3．調査期間

平成 26 年 6 月～ 27 年 3 月

4．調査協力依頼から事例検討会までの流れ

A 市の 3 区内にある訪問看護ステーションの管理者
に、本研究の依頼書を郵送し研究への参加と事例提
供への協力を呼びかけた。事例提供の申し出があった
訪問看護師と事例検討会の日時、場所、テーマなどを
決定し、その後、研究依頼を行った全訪問看護ステー
ションに開催案内を郵送し参加を募った。

5．事例検討会と継続支援

（1）事例検討会
事例検討会は 2 ヶ月に 1 回、計 4 回の予定で募集

を行ったが、事例提供が少なかったため 2 回の開催と
なった。事例検討会の時間は１時間半とし、研究参加
候補者である訪問看護師や関連職種以外に、B 大学
の精神看護学を専門とする教員および大学院生が参加
した。

（2）継続支援
当初事例提供者からの申し出により、精神看護学分

野の教員が、電話等で継続的にその事例に関する相
談にのる予定であったが、結果的に申し出はなかった。

6．データ収集方法と分析方法

1）事例検討会参加者へのアンケート調査
事例検討会の参加者（訪問看護師と関連職種）に

自記式無記名式の質問紙調査を実施した。質問項目
は、事例検討会の方法や効果、困ったときの対処法、
事例検討会以外の支援方法や支援体制に対するニー
ズ、および基本属性（職種、看護師経験年数、訪問
看護師経験年数）である。

事例検討会終了後に、参加者に研究の主旨、方法
等について説明の上、依頼文と質問紙、返信用封筒
を配布し、記入後返送してもらった。

分析方法は、構造的な質問項目は単純集計をし、
自由記載は、意味内容の類似性に基づいて分類・命
名し、その分類項目の回答人数を算出した。
2）事例提供者へのインタビュー調査

インタビューは事例検討会終了後、当該事例への訪

問看護を実施していることが想定される約１ヶ月の時
点で実施した。インタビューの内容は、事例検討会の
有効性、課題、事例検討会以外の支援方法や支援体
制へのニーズである。

分析方法は次の通りである。まず、インタビューを
逐語録に起こし、意味のまとまりごとにコード化した。
コードを比較し意味内容の類似性に基づいて分類・命
名した。なお、分析は質的研究の経験のある研究者
間で検討しながら行った。

7．倫理的配慮

本研究は神戸市看護大学倫理委員会の承認を得て
実施した（2014 －1－ 06）。事例提供者には、研究の
目的と方法、個人情報保護、自由意志による参加、デー
タの管理や終了後の消去、公表予定について説明し
署名にて同意を得た。また事例の内容や検討内容の
詳細についてはデータ化しないことを説明した。事例
検討会参加者にも、同様な配慮を行うと共に、調査
票の返送をもって同意とした。

Ⅳ．結果

1．事例検討会の開催と出席状況

事例検討会は、2014 年 7 月と 2015 年 1 月の 2 回
開催した。場所は事例提供者の希望で大学とした。

1 回目のテーマは、「精神障がいのある利用者との関
わりの中で“何が起きていて、どうしたらよいか”分か
らない状況に遭遇して」であり、参加した訪問看護師
は事例提供者 1 名を除き 5 名であった。2 回目のテー
マは、「慢性妄想の急性増悪により治療／訪問拒否と
なった当事者・家族への対応－深刻な身体合併症（糖
尿病，高血圧等）もある方の事例を通して－」であり、
参加した訪問看護師は事例提供者以外で 6 名であっ
た。

なお 2 回の事例検討会で、計７箇所の訪問看護ス
テーションから参加があった。また 2 回とも大学の教
員 4 名と大学院生 2 名が参加した。

2．事例検討会に参加した訪問看護師へのアンケート

調査

事例検討会の参加者（訪問看護師）へのアンケート
は配布 11、回収 7 で、回収率は 63.6％であった。

利用者や家族の対応に困難を感じる訪問看護師への支援体制の検討
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1）研究参加者の概要
事例検討会に参加した訪問看護師 7 名の看護師経

験年数は最小 8 年、最大 32 年、平均 22 年、訪問看
護師経験年数は最小 2.5 年、最大 17 年、平均 11 年
であった。また過去に精神科看護の経験がある人は 2
名であった。
2）構造的な質問項目の結果（表 1 ～表 5）

事例検討会の長さ（約 1 時間半）については「ちょ
うど良い」が 6 名、「短すぎる」が 1 名であった。テー
マに関しては，「とても興味があった」、「興味があった」
が合計 7 名、事例検討会は「非常に役に立った」、「役
に立った」も7 名全員であった。

3）自由記載の結果
以下自由記載の分類名を〈〉で示す。事例検討会が

どのような点で役立つかという自由記載は、〈不安が緩
和する〉、〈自分の看護に自信が持てる〉、〈別の事例に
応用できる〉、〈困難事例への関わり方が分かる〉など
に分類された（表 6）。

事例検討会の課題では、〈対応の検討や意見交換の
時間が短い〉などに分類された（表 7）。

困ったときの対処方法は、〈ステーション内で相談、話
し合う〉、〈関係機関、関係職種と連携する〉、〈他機関、
他職種に相談する〉、〈主治医と相談、話し合う〉、〈文
献や資料を活用する〉などに分類された（表 8）。

事例検討会以外の支援ニーズは〈精神科看護の知識
や技術を事例を通して具体的に学びたい〉、〈リアルタ
イムで相談できる場所が欲しい〉、〈制度について情報

表 1　事例検討会の開始時刻
項目 度数 パーセント

今のままでよい 6 85.7
もっと遅い方がよい 1 14.3
もっと早い方がよい 0 0.0
合計 7 100.0

表 2　事例検討会の長さ
項目 度数 パーセント

ちょうどよい 6 85.7
短すぎる 1 14.3
長すぎる 0 0.0
合計 7 100.0

表 6　事例検討会で役立つこと（自由記載）　　 　　 n=7
分類名 人数

不安が緩和する 2
自分の看護に自信が持てる 2
別の事例に応用できる 2
困難事例への関わり方が分かる 1
抱え込まずに共有できる 1
客観的に事例を考えられる 1
精神科看護の知識が習得できる 1
連携の重要性を再認識する 1

表 9　事例検討会以外の支援ニーズ（自由記載）   　　n=7
分類名 人数

精神科看護の知識や技術を事例を通して具
体的に学びたい 2

リアルタイムで相談できる場所が欲しい 2
制度について情報が欲しい 1

表 3　事例検討会のテーマへの興味
項目 度数 パーセント

とても興味があった 3 42.9
興味があった 4 57.1
あまり興味がなかった 0 0.0
まったく興味がなかった 0 0.0
合計 7 100.0

表 4　事例検討会は役立ったか
項目 度数 パーセント

非常に役立つ 3 42.9
役立つ 4 57.1
役立たない 0 0.0
まったく役立たない 0 0.0
合計 7 100.0

表 5　今後も事例検討会に参加したいか
項目 度数 パーセント

参加したい 4 57.1
分からない 2 28.6
参加したくない 0 0.0
無記入 1 14.3
合計 7 100.0

表 8　困ったときの対処方法（自由記載）　　   　　n=7
分類名 人数

ステーション内で相談、話し合う 5
関係機関、関係職種と連携する 3
他機関・他職種に相談する 2
主治医と相談、話し合う 2
文献や資料を活用する 2
困り事を客観的に捉える 1
まずは自分にできることをやる 1
家族と協力する 1

表 7　事例検討会の課題（自由記載）　　　　    　n=7
分類名 人数

対応の検討や意見交換の時間が短い 2
参加人数が少なすぎると話しにくい 1
事例提供者が把握している情報が少ないと
検討が難しい 1
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が欲しい〉などに分類された（表 9）。

3．事例提供者へのインタビュー結果

1）事例提供者の概要
事例提供者 2 名（Ｃさん、Ｄさん）のうち、Ｃさんは

30 代の女性で、看護師歴 8 年、訪問看護師歴 2.5 年、
精神科看護の経験はなかった。またＤさんは 40 代の女
性で、看護師歴 18 年、訪問看護師歴 12 年であり、
精神科病院での看護師経験はないが、精神障がいを
持つ利用者の訪問看護経験を複数回持っていた。
2）インタビューの分析結果（表 10 参照）

事例提供者 2 名のインタビューを質的に分析した結
果、大きく、【事例検討会の効果】、【事例検討会の課
題】、【事例検討会以外の支援ニーズ】、【大学が行う
支援上の課題】の４つに分類された。

以下 4 つの大分類に属する下位分類名を《 》，代表
的な語りを「」で表す。

（1）【事例検討会の効果】
事例検討会の効果としては、《自分の看護が間違っ

ていないと自信が持てる》、《訪問看護師同士だとわか
り合える》、《客観的に自分を見られるようになる》、《精
神障がい者の理解が深まり対応もわかる》、《事例提供
者が主体的に取り組める》、《事例提供者参加者共に
メリットがある》の 6 つが抽出された。

そのうち《自分の看護が間違っていないと自信が持
てる》は、事例検討会で自分の看護の方向性や関わり
が概ね間違っていないことが分かり、以後その訪問に
自信を持って臨めることを示している。

事例提供者は「今の看護で概ね間違っていないん
だっていうのが分かった。」、「自信を持ってその（事例
提供した）訪問は行けるようになりました。」と語って
いた。
《訪問看護師同士だとわかり合える》は、他の訪問

看護師も同じように悩んでいることが分かり、かつ他
の人から共感してもらうことで互いに分かり合えると感
じることを示している。

事例提供者は「似たようなケースを持っていて一緒の
ところで悩んでいる人がすごく多くて安心した。」、「訪
問看護師同士で分かりあえ共有共感してもらえる。」と
語っていた。
《客観的に自分をみられるようになる》は、事例検

討会を通して、事例を自分の視点だけではなく他者の
視点からも考えることができ、考えの幅が広がったり
自分を客観視できようになることを示している。

事例提供者は、「事例検討会でのことが頭に浮かび、
自分だけの視点で悩むのではなく、他の人ならどう言
うか、考える幅が広がり自分を客観的にみられるよう
になった。」と語っていた。

（2）【事例検討会の課題】
事例検討会の課題としては《参加する時間の確保が

難しい》、《事例検討会の時間が短くて対応方法の検
討が不十分》の２つがあげられた。

そのうち《参加する時間の確保が難しい》は、ステー
ションの体制や訪問看護師の時間的制約などから、事
例検討会へ参加する時間を作ることが難しいことを表
している。

利用者や家族の対応に困難を感じる訪問看護師への支援体制の検討

表 10　事例提供者へのインタビュー結果

大分類 分類名

事例検討会の効果

自分の看護が間違っていないと自信が持てる
訪問看護師同士だとわかり合える
客観的に自分を見られるようになる
精神障がい者の理解が深まり対応方法も分かる
事例提供者が主体的に取り組める
事例提供者、参加者共にメリットがある

事例検討会の課題 参加する時間の確保が難しい
事例検討会の時間が短く対応方法の検討が不十分

事例検討会以外の支援ニーズ

地域住民が精神障害者を受け入れられるよう理解を深める場が欲しい
援助者が専門的なケアができるよう精神障がい者に対する理解を深めて欲しい
大学に精神障がい者と地域住民、訪問看護師との橋渡しをしてほしい
精神障がい者のレベルにあった居場所が欲しい
必要なときにいつでも専門的な相談ができる場が欲しい
精神疾患や福祉制度に関する専門的な知識や対応方法が知りたい
他施設・他職種との交流・意見交換の場が欲しい

大学が行う支援上の課題 タイムリーな支援は難しい
どのようなことをしてくれるのか分からない
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事例提供者は、「常勤ならば仕事の時間内なら言い
やすいが、パートだと自分の時間での参加は難しく、
時間内でも目一杯仕事を入れている状況。」、「時間が
取れないスタッフが多く、管理者も時間をとるのが難
しい。」と語っていた。

（3）【事例検討会以外の支援ニーズ】
事例検討会以外の支援ニーズとして《地域住民が

精神障がい者を受け入れられるよう理解を深める場が欲
しい》、《援助者が専門的なケアができるよう精神障が
い者に対する理解を深めて欲しい》、《大学に精神障
がい者と地域住民、訪問看護師との橋渡しをしてほし
い》、《精神障がい者のレベルにあった居場所が欲しい》、

《必要なときにいつでも専門的な相談ができる場が欲し
い》、《精神疾患や福祉制度に関する専門的な知識や
対応方法が知りたい》、《他施設・他職種との交流・意
見交換の場が欲しい》の 7 つが抽出された。
《地域住民が精神障がい者を受け入れられるよう理

解を深める場が欲しい》は、地域住民が精神障がい
者を受け入れて見守ってくれるよう、精神障がい者の
理解を深める機会や場が欲しいというニーズを示して
いる。

事例提供者は、「もう少し理解があれば、静かに生
活している人たちも外に出ていける。」、「当事者講演、
患者参加型の講演会などの機会があれば、当事者もや
りがいがあり、生の声を地域の人が聞けば見守ってくれ
るかなと思う。」と語っていた。
《援助者が専門的なケアができるよう精神障がい者

に対する理解を深めて欲しい》は、訪問看護師や他
職種の中にも精神障がい者の理解が浅い人がいるた
め、受け入れやケアの質をあげるために、援助者にも
理解を深めて欲しいというニーズを表している。

事例提供者は、「社会全体の理解も低いが、訪問看
護師であっても精神疾患をあまり理解していない人が
いるため、その理解レベルを上げる必要がある。」、「精
神科患者の買い物同行に一緒に行くことも、理解があ
るヘルパーならできる。」と語っていた。
《大学に精神障がい者と地域住民、訪問看護師との

橋渡しをしてほしい》は、地域住民が精神障がい者の
理解を深めたり、訪問看護師が精神障がい者の理解
を深め精神看護の専門性を学べるよう、大学が中心に
なって仲立ちをして欲しいというニーズを表している。

事例提供者は、「社会全体の精神疾患に関する理解
が低いと思いますけれども、それを上げていくような

役割とか、社会との壁があるので、その橋渡しみたい
なのは、地域の大学に期待できる。」、「大学から学ん
で訪問看護師がさらに理解をして、ケアマネさんとか
多職種に理解を広めていけるというか、牽引していけ
る。」と語っていた。
《必要なときにいつでも専門的な相談ができる場が

欲しい》は、訪問看護師が困ったときにリアルタイムで
相談にのったり、継続的に相談ができたり、専門的な
話が聞ける場を望んでいることを示している。

事例提供者は、「困ったときにリアルタイムでご相談
に乗っていただけると嬉しい。」、「相談できる場所があ
るっていうだけでも、私がとても安心でき落ち着くとい
うか。」、「実際私のところはこういう人で、困ってます、
みたいな、あったりとかすれば、先生の話を聞くだけ
でも、なるほどな、みたいなところがあるじゃないです
か。」と語っていた。
《精神疾患や福祉制度に関する専門的な知識や対応

方法が知りたい》は、精神医療や福祉に関する知識、
精神障がい者との関わり方など、専門的な知識技術を
学びたいというニーズを表している。

事例提供者は、「色んな方法を知ってたら、そこから
チョイスして、このときはこれとこれ組み合わしてやってみ
ようとか、そういう知識も増やしたかった。」、「（精神保
健福祉制度について）こういうところがあって、こういう
こと使ってんのよとか、そういう実例じゃないけど、そう
いうところがたくさん見えてくると違うかなと思うんですよ
ね。」と語っていた。
《他施設・他職種との交流・意見交換の場が欲しい》

は、自分のステーションだけではなく、他のステーショ
ンや職種の違う人達と交流したり意見を交換したいと
いうニーズを表している。

事例提供者は、「そうやって（他のステーションのケー
スを聞いて）何かこう、生の声じゃないですけど、色々
聞きたいかな。」、「あと連携の考える会みたいな感じ
で、色んな職種で、だって色んな職種がかかわるわけ
でしょ。」と語っていた。

（4） 【大学が行う支援上の課題】
大学が行う支援上の課題として、《タイムリーな支援

は難しい》、《大学がどのようなことをしてくれるのか分
からない》が挙げられた。
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Ⅴ．考察

ここでは、本研究の結果を踏まえ、1．事例検討会
の効果の特徴、2．事例検討会と継続支援の課題と
今後のあり方、3．訪問看護師の対処と支援ニーズの
特徴について考察し、最後に 4．訪問看護師の助けに
なり、かつ大学の教育研究にも活用できる支援体制に
ついて検討する。

1．事例検討会の効果の特徴

事例検討会の効果については、事例検討会の参加
者のアンケート、事例提供者のインタビュー結果共に
類似の内容が抽出されていた。また事例提供者が《事
例提供者、参加者共にメリットがある》と語っていた
ように、事例検討会は、事例提供者、参加者双方にとっ
て類似の効果をもたらすことが示唆された。

特に、事例検討会参加者のアンケートからは、「不
安が緩和する」、「自分の看護に自信が持てる」、「困難
事例への関わりが分かる」、「精神科看護の知識が習
得できる」が分類され、事例提供者のインタビューか
らは、《自分の看護が間違っていないと自信が持てる》

《精神障がい者の理解が深まり対応方法も分かる》が
抽出された。これらと類似の結果は松波ら（2015）の
研究でも報告されている。渡辺ら（2006）は、訪問看
護師が精神障がい者の看護をする上でのニーズとして

【対象の捉えにくさによる不安】、【状況に応じた効果
的対応方法を知ること】、【看護行為の保障者の要望】
があると報告している。上記の結果から、事例検討会
が、精神科看護の経験が少なく精神障がい者の対応
に困難を感じる訪問看護師のニーズに応える場になっ
ていたことが示唆される。

また事例提供者は、「似たようなケースを持ってい
て一緒のところで悩んでいる人がすごく多くて安心し
た」、「訪問看護師同士で分かりあえ共有共感してもら
える。」といった、《訪問看護師同士だとわかり合える》
体験をしていた。Yalom（1995）は、グループの治療
的因子の一つとして普遍性を挙げている。これは他の
メンバーから同じ悩みを打ち明けられることで、悩ん
でいるのは自分だけではないと感じ、受け入れられる
体験を意味する。今回の結果から、事例検討会にお
いても同様にグループの治療的因子が働いたと考えら
れる。
2．事例検討会と継続支援の課題および今後の進め方

1）事例検討会の課題と今後
今回、事例検討会は 4 回開催する予定であったが、

事例提供の申し出が少なく 2 回の開催となった。アン
ケートの自由記載で、「なじみのメンバーになると安心
できる」、また、「事例検討会によってはかなり追求さ
れて怖いものもある」といった声も聞かれたことから、
事例検討会を安全な場にしていくために、クローズド
な会にしていくことも考えていきたい。

また、今回事例検討会の課題として、事例提供者
から《事例検討会の時間が短く対応方法の検討が不
十分》という意見が挙げられた。一方事例検討会参
加者は、1 時間半という事例検討会の長さについて 7
名中 6 名が適当と回答していた。今回、2 回の事例検
討会の参加者は１名を除いて、ほぼ入れ替わったため、
自己紹介やアイスブレークに時間がかかった。これに
対しても上記のようにクローズドなメンバーにする事で、
全体の時間は変えずに検討に使う時間を増やせるもの
と思われる。
《参加する時間の確保が難しい》という課題に対し

ては、具体的な年間計画を提示して、計画的に参加し
てもらうことが現段階でできる限界かと考える。その
他開始時間、場所、その他の運営については概ね良
い評価であり、このまま継続していきたい。
2）継続支援の課題と今後

今回事例提供者には希望により継続支援を行う予
定であったが、2 名とも希望がなかった。この理由と
して、1 名は終了しているケースの検討であったこと、
またもう1 名は事例検討会によって自信を持って次の
訪問に行けるようになり、継続支援を必要としなかっ
たからと思われる。インタビューの中で、「困ったケー
スに対して継続的に相談に乗れるというのは魅力的
だった。」と語っていることから、事例提供したケース
への継続支援は続ける意義があると考える。

3．困ったときの対処方法と訪問看護師のニーズ

事例検討会参加者へのアンケートでは、困ったとき
の対処方法として〈ステーション内で相談、話し合う〉
が最も多かった。また〈文献や資料を活用する〉、〈困
り事を客観的に捉える〉、〈まずは自分にできることを
やる〉といった内容からも、訪問看護師がまずは自分
たちで解決しようと自己努力をしている現状がうかが
われる。またその他にも主治医や他機関へ相談したり、
関連機関と連携しながら、何とか困った状況に対処し

利用者や家族の対応に困難を感じる訪問看護師への支援体制の検討
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ようと試みている様子が推察できる。
一方、事例検討会の参加者、事例提供者共に共通

していたニーズは、〈リアルタイムで相談できる場が欲し
い〉《必要なときにいつでも専門的な相談ができる場が
欲しい》であった。また《他施設・他職種との交流の
場が欲しい》というニーズからも、現状の努力や資源
では不十分であり、他施設との交流や困ったときにすぐ
に相談できる場など、外部からの支援を切実に求めて
いることがうかがえた。したがって事例検討会は、訪問
看護師が困った時に利用できる新たな外部資源のひと
つになり得ると考えられる。

また、訪問看護ステーションは、その規模や職種構
成、精神看護の経験者の有無、連携のネットワークの
範囲など様々であり、それらの違いがニーズに影響し
ている可能性も考えられた。

事例検討会以外の支援ニーズとして、〈精神科看護
の知識や技術を事例を通して具体的に学びたい〉、《精
神疾患や福祉制度に関する専門的な知識や対応方法
が知りたい》があった。訪問看護師を対象にした研修
会は、すでに全国訪問看護事業協会（2015）などで
企画されている。しかし、これらの研修会は多くの訪
問看護師に共通して必要とされる体系的な知識の提供
が主である。〈精神科看護の知識や技術を事例を通し
て具体的に学びたい〉というニーズは、自分たちが実
際に体験した困難事例やそれに近い事例を基に、ア
セスメントや対応の仕方、また関連した基礎知識や技
術を学び、実際の現場で使える、次に繋がるような学
び方をしたいというニーズではないかと思われる。

4．訪問看護師の助けになり、かつ大学の教育研究に

も活用できる支援体制

1）訪問看護師が相談できる場の提供
上記のように訪問看護師は、困ったときにタイムリー

に専門家に相談できる場、また継続的に相談できる場
を求めていた。しかし、訪問看護師も大学は《タイムリー
な支援は難しい》と認識しているように、大学の体制
上いつでも相談できる場を提供することは現実的では
ない。しかしこれに代わるものとして、定期的な事例
検討会、あるいは現在Ｂ大学が月に 1 回地域住民を
対象に行っている看護相談の場を、訪問看護師にも活
用してもらうことは可能だと考える。少なくとも月に 1
回相談の場が確保されているということは、訪問看護
師が精神障がいを持つ人や精神的な援助を必要とする

利用者へスムーズに関わっていくための助けになると考
える。
2）訪問看護師が専門的な知識、技術を学ぶ機会の提供

前述したように、訪問看護師は、《精神疾患や福祉
制度に関する専門的な知識や対応方法が知りたい》、　

〈精神科看護の知識や技術を事例を通して具体的に学
びたい〉というニーズを持っている。系統だった学習
は他機関の研修会を活用してもらうこととし、今後は
次のことを考慮しながら研修会を企画していく。まず、
事例検討会に提供された事例と関連した疾患や対応
方法、福祉に関するテーマを取り上げること、また研
修会の中では、典型的な事例を提示しながら具体的
に知識や対応方法を学ぶ工夫をすることなどである。
3）大学の教育研究にも活用できる支援体制

本研究から示唆された訪問看護師の支援ニーズを踏
まえ、専門看護師を養成する教育研究機関としての大
学にとっても有益な支援体制として以下のことが考えら
れる。

まず、現在継続している事例検討会に大学院生が引
き続き参加し、訪問看護師の困難性や事例検討会の
運営等を学ぶ機会とする。また研修会の一部を大学
院生が企画し講師を務めることで彼らの教育能力を上
げることもできる。さらに訪問看護師を対象にした相
談会を実習の一部とし、相談能力を向上させる機会に
する。また今後は、訪問看護ステーションにおけるコ
ンサルテーション活動を実習として位置づけ、大学院
生が訪問看護師に同行したり、直接ケアをしながらコ
ンサルテーションをしていくことも考えられる。これら
を訪問看護ステーションの協力を得て実施することで
大学院生の人材育成にも役立つと考える。

また研究においては、今回のように大学が企画する
研究の参加者として協力を得ると共に、今後は共同研
究という形で、訪問看護ステーションや教育現場に役
立つ研究課題に取り組むことも検討していきたい。

5．本研究の限界と課題

本研究の参加者は限られた地域の、少数の訪問看
護師である。特に支援体制へのニーズは、事例検討
会参加者 7 名、事例提供者 2 名というごく限られた人
たちの意見である。今後は対象範囲や人数を拡大して
調査を行うことで、さらに支援ニーズを探求する必要
がある。また事例検討会も 2 回と少なく参加者も限ら
れていたことから引き続き実施して、その体験や効果
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を深く探求していきたい。
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